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3. 社会的養護 - 出題範囲（抜粋） 

 

「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」（平成 15 年 12 月 9 日付け雇児発第

1209001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）別紙３「教科目の教授内容」に定める教

科目「社会的養護Ⅰ」及び「社会的養護Ⅱ」の内容とする。（以下参照） 

 

 

＜教科目名＞ 社会的養護Ⅰ 

＜内容＞ 

１．現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷 

（１）社会的養護の理念と概念 

（２）社会的養護の歴史的変遷 

２．社会的養護の基本 

（１）子どもの人権擁護と社会的養護 

（２）社会的養護の基本原則 

（３）社会的養護における保育士等の倫理と責務 

３．社会的養護の制度と実施体系 

（１）社会的養護の制度と法体系 

（２）社会的養護の仕組みと実施体系 

４．社会的養護の対象・形態・専門職 

（１）社会的養護の対象 

（２）家庭養護と施設養護 

（３）社会的養護に関わる専門職 

５．社会的養護の現状と課題 

（１）社会的養護に関する社会的状況 

（２）施設等の運営管理 

（３）被措置児童等の虐待防止 

（４）社会的養護と地域福祉 
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＜教科目名＞ 社会的養護Ⅱ 

＜内容＞ 

１．社会的養護の内容 

（１）社会的養護における子どもの理解 

（２）日常生活支援 

（３）治療的支援 

（４）自立支援 

２．社会的養護の実際 

（１）施設養護の生活特性及び実際 

（２）家庭養護の生活特性及び実際 

３．社会的養護における支援の計画と記録及び自己評価 

（１）アセスメントと個別支援計画の作成 

（２）記録及び自己評価 

４．社会的養護に関わる専門的技術 

（１）保育の専門性に関わる知識・技術とその実践 

（２）社会的養護に関わる相談援助の知識・技術とその実践 

５．今後の課題と展望 

（１）社会的養護における家庭支援 

（２）社会的養護の課題と展望 

 


